
討議資料 

年金記録問題 
その後 
 

「5000万件」年金記録の照合が始まりました 

基礎年金番号に未統合の年金記録、いわゆる「宙に浮いた５０００万件」

の年金記録を新たに開発したコンピュータープログラムで照合、名寄せ

を行う作業が、計画を1ヶ月前倒しして、この11月から始まりました。

照合作業によって新たに年金記録と結びつく可能性が高いと判明した方

には、12月より「ねんきん特別便」をお送りしてご確認いただきます。 

政府・与党の取組みと今後のスケジュール 

①「５０００万件」の年金記録の名寄せ 

⇒平成１９年１２月～２０年３月 

○氏名等が欠けている約５２４万件の未統合年金記録は、１２月末ま

でを目標に年金記録の補正作業を行っています。 

②記録が結びつくと思われる方へのお知らせ（ねんきん特別便） 

 ⇒平成１９年１２月～２０年３月 

 ○特別便と共に記録の確認・訂正用のはがき等をお送りします 

③全ての方へのお知らせ（ねんきん特別便） 

 ⇒既に年金を受給している方 平成２０年４月～５月 

 ⇒現在保険料を納めている方 平成２０年６月～１０月 

 (裏面に続きます→) 



④平成２１年４月から「ねんきん定期便」を本格的に実施 

○現在保険料を納めているすべての方にお送りします 

⑤住民基本台帳ネットワークと連携した新しい年金記録管理システムの

導入 ⇒平成２３年度中を目標に 

⑥「社会保障カード」（仮）の導入を検討 ⇒平成２３年度中を目途に 

 ○このカードが導入されると１枚で年金手帳・健康保険証・介護保険

証の役割を果たします。また加入履歴などの年金記録や医療費などの必

要な情報が、ご自宅のパソコン等でいつでも確認できるようになります。 

「ねんきん特別便」について 

今回の照合作業では、名寄せの作業が終わり次第、「新しく記録が年金に

結びつく可能性の高い方」、「既に年金を受給されている方」、「現役の年

金保険料を納めている方」の順番で、これまでの加入期間と加入履歴を

記載した「ねんきん特別便」をすべての方にお送りします。特に、既に

年金を受給されていて、未統合の年金記録が新たに年金に結びつく可能

性の高い方々を優先的に順次お送りして行きます。また名寄せの結果、

新たに年金が結びつく可能性が高い方及び５８歳に到達した方々には、

特別便と一緒に「確認はがき」、「年金加入記録参照票」をお送りします。

記録に間違いがない場合は「確認はがき」を、記録の訂正が必要な場合

には「年金加入記録参照票」の返信をお願いします。 

年金記録のご相談は… 

ねんきんあんしんダイヤル ０１２０－６５－７８３０ 

ねんきんダイヤル     ０５７０－０５－１１６５ 

今後「ねんきん特別便」専用ダイヤル等も新設する予定です 
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